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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第13期

第２四半期
連結累計期間

第14期
第２四半期
連結累計期間

第13期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 285,574 507,865 769,304

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △22,477 1,665 1,864

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純損失（△）
（百万円） △27,791 △323 △12,270

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △23,069 △1,218 △1,211

純資産額 （百万円） 380,746 401,492 402,626

総資産額 （百万円） 775,161 902,650 831,622

１株当たり四半期（当期）純損

失金額（△）
（円） △46.25 △0.54 △20.42

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） - - -

自己資本比率 （％） 49.0 44.3 48.2

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △14,585 13,103 73,320

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △47,572 △57,406 △96,346

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △9,560 1,257 △24,971

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 71,213 51,783 94,643

 

回次
第13期

第２四半期
連結会計期間

第14期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又

は１株当たり四半期純損失金額

（△）

（円） △18.23 0.23

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期（当期）純損失金額であるため記載しておりません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失」としておりま

す。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

(1) 業績の状況

　当第２四半期連結累計期間（以下、「当累計期間」という。）の中小型ディスプレイ市場では、中国における経

済の変調やスマートフォン普及の進展に伴う市場の成熟化傾向などを背景に、市場の伸びは当初の見通しに比べ減

速感が見られました。また、一部のスマートフォン用ディスプレイの市場価格については需給が緩み、第１四半期

連結会計期間（以下、「前会計期間」という。）に引き続き下落しました。一方、スマートフォンディスプレイの

高精細化が進み、当社が得意とするLTPS（低温ポリシリコン）ディスプレイのニーズが高まりました。

　当社グループにおいては、前年第２四半期連結累計期間において低調であった欧米地域の顧客向けのスマート

フォン用ディスプレイ販売が好調に推移したことに加え、中国・アジア顧客向けの販売も拡大したことから、当累

計期間の売上高は前年第２四半期累計期間を大きく上回りました。

 

以下はアプリケーション分野別の状況です。

（モバイル分野）

　当分野には、スマートフォン、タブレット、携帯電話端末用のディスプレイが含まれます。当累計期間のモバイ

ル分野の売上高は、売上高の84.1％を占める427,302百万円（前年第２四半期累計期間比103.0％増）となりまし

た。

　当累計期間は、欧米地域の大口顧客向けの出荷が好調であり、前年第２四半期累計期間には出荷の遅れが生じ低

調であった当該顧客向けの売上高を大きく上回りました。また、スマートフォンメーカーの集中する中国向けで

は、Full-HD（1080×1920画素）以上の精細度の高いスマートフォン用ディスプレイの出荷数量が増加いたしまし

た。

　その結果、当分野の売上高は前年第２四半期累計期間と比べ約2倍に拡大しました。

 

（車載・C&I・その他分野）

　当分野には車載用、デジタルカメラやゲーム機等の民生機器用、医療用モニター等の産業用のディスプレイの

他、特許収入等が含まれます。当累計期間の車載・C&I・その他分野の売上高は、売上高の15.9％を占める80,562

百万円（前年第２四半期累計期間比7.4％増）となりました。

　当累計期間は、米国における自動車販売の好調を背景に、車載用ディスプレイの販売が安定的に推移したほか、

民生機器用ディスプレイの販売も好調でした。

 

　当社グループの当累計期間の実績は、欧米地域の大口顧客および中国向けの出荷が前年第２四半期累計期間比で

大幅に増加し、売上高は507,865百万円（前年第２四半期累計期間比77.8％増）となりました。営業利益は、売上

高の増加による売上総利益の改善により10,584百万円（前年第２四半期累計期間は営業損失20,271百万円）となり

ました。経常利益については、営業外で6,826百万円の為替差損が生じたことなどにより1,665百万円（前年第２四

半期累計期間は経常損失22,477百万円）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は323百万円（前年第２四半

期累計期間は親会社株主に帰属する四半期純損失27,791百万円）となりました。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更はありません。
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(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は51,783百万円となり、前

連結会計年度末に比べ42,859百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は13,103百万円（前年同四半期は14,585百万円

の減少）となりました。これは減価償却費39,154百万円、仕入債務の増加45,851百万円、未払金の増加7,830百万

円、前受金の増加17,829百万円等の増加要因及び売上債権の増加41,083百万円、未収入金の増加54,528百万円等の

減少要因があったことによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における投資活動により減少した資金は57,406百万円（前年同四半期は47,572百万円

の減少）となりました。これは、生産設備増強に伴う固定資産の取得による支出59,386百万円等があったことによ

るものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動により増加した資金は1,257百万円（前年同四半期は9,560百万円の

減少）となりました。これは、長期借入金の返済による支出4,313百万円、リース債務の返済による支出14,840百

万円があった一方で、セール・アンド・リースバックによる収入20,340百万円等があったことによるものです。

 

(4）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は12,653百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,840,000,000

計 1,840,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年11月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 601,411,900 601,411,900
東京証券取引所

（市場第一部）

株主としての権利内

容に制限のない、標

準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 601,411,900 601,411,900 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　　　当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成27年６月23日

新株予約権の数（個） 5,000（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 107（注）２

新株予約権の行使期間
平成29年６月24日から

平成37年６月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

　　　　　　　　　 発行価格　　542

資本組入額　271

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

　（注）１　本新株予約権１個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社

普通株式100株とする。

平成27年６月23日の取締役会決議日（以下「決議日」という。）後、当社普通株式の分割（株式無償割当て

を含む。以下同じ。）又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式

の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権（当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約

権を除く。）の総数を乗じた数とする。

調整後割当株式数　＝　調整前割当株式数　×　分割・併合の比率

なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合は、これ

を切り捨てる。

また、決議日後、当社が資本の減少、合併、会社分割又は株式交換を行う場合等、割当株式数の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、資本の減少、合併、会社分割又は株式交換の条件等を勘

案の上、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
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２　本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調

整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日（基準日を定めないときは、その効力発生日）の翌日

以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　÷　分割・併合の比率

上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものと

する。

①　当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で募集株式を発行（自己株式を処分する場合を含み、新株

予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合、公正な価額による新株式の発行の場合及び当

社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）する場合。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行株式数　×　１株当たり払込金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数　＋　―――――――――――――――――――

　　　　調整後　　　　調整前　　　　　　　　　　　　　　　　　　１株当たりの時価

　　　　行使価額　＝　行使価額　×　――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数　＋　新規発行株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社が保有する自己

株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、

「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

②　当社が資本の減少、合併、株式分割又は株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得

ない事由が生じた場合。
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３　新株予約権行使の条件

(1）ベスティング

新株予約権者に発行する第８回新株予約権は、下記記載の割合で５回ベスティングされることとする。た

だし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充

足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約

権を行使することはできない。

ベスティングされる日
平成28年
４月１日

平成29年
４月１日

平成30年
４月１日

平成31年
４月１日

平成32年
４月１日

ベスティング回数 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目

ベスティング割合 20％ 20％ 20％ 20％ 20％

　　（注１）　ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数に

ベスティング割合を乗じて算出するものとし、１個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティン

グされる各日において切り捨てられた１個未満の新株予約権の端数が合計して１個以上となる場合は、当該

１個についてはべスティングされるものとする。

　　（注２）　上記のべスティング規定にかかわらず、本新株予約権者が、いかなる理由による場合であるかを問わず、

当社又は当社の子会社を退職等（当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくな

ることを意味し、本新株予約権者が死亡したことによりこれらの地位を失った場合を含む。以下同じ。）し

た場合、当該時点以降のベスティング割合は0％とする。

(2）新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区

分に従う。

①　当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け、もしくはそれらに準じた懲戒処分

を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。ただし、当社の取締役会の

決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。

②　自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することが

できない。ただし、当社の取締役会の決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。

(3）新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前

に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。

(4）取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認め

ることができる。

(5）新株予約権は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の設

定その他の一切の処分を行うことが出来ない。

４　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条

第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の次の各号に定める内容の

新株予約権（以下「承継新株予約権」という。）を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。

(1）承継新株予約権の数

本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権１個につき１個とする。

(2）承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数

①　承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。

②　承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）１に定める株式数

（調整がなされた場合には調整後の株式の数）につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整

により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

(3）承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額

承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）２に

定める行使価格（調整がなされた場合には調整後行使価格）につき合理的な調整がなされた価額に、上記

(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。

(4）承継新株予約権を行使することができる期間（行使期間）

上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
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(5）承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額（ただし、計算の結果１円未満の端

数を生じる場合はその端数を切り上げた額）とし、残部を資本準備金の額とする。

(6）譲渡による承継新株予約権の取得の制限

譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

(7）承継新株予約権の行使の条件及び取得条項

①　承継新株予約権の行使の条件については、（注）３の定めるところに準じて決定する。

②　再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて

取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決

議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成27年７月１日～

平成27年９月30日
－ 601,411,900 － 96,863 － 123,847
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（６）【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

株式会社産業革新機構 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 214,000,000 35.58

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED

CLIENT ACCOUNT

(常任代理人　シティバンク銀行株式

会社）

BAHNHOFSTRASSE 45. 8001 ZURICH.

SWITZERLAND

(東京都新宿区新宿６丁目27番30号)

44,126,700 7.34

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社(信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 11,193,900 1.86

ソニー株式会社 東京都港区港南１丁目７番１号 10,700,000 1.78

株式会社東芝 東京都港区芝浦１丁目１－１号 10,700,000 1.78

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 10,060,700 1.67

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口9）
東京都中央区晴海１丁目８－11 7,930,400 1.32

BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS (E)

ILM

(常任代理人　株式会社三菱東京UFJ

銀行）

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING

EDWARD STREET LONDON EC1A 1HQ U.K.

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

5,359,270 0.89

DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB NON-

TREATY CLIENTS 613

(常任代理人　ドイツ証券株式会社）

TAUNUSANLAGE 12,D-60325 FRANKFURT

AM MAIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

(東京都千代田区永田町２丁目11番１号

山王パークタワー）

5,313,254 0.88

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口5）
東京都中央区晴海１丁目８－11 4,196,800 0.70

計 - 323,581,024 53.80
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（７）【議決権の状況】

 

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　601,403,700 6,014,037

株主としての権利内容

に制限のない、標準と

なる株式

単元未満株式 普通株式　　　　　8,200 － －

発行済株式総数 601,411,900 － －

総株主の議決権 － 6,014,037 －

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平

成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 94,643 51,783

売掛金 144,087 184,126

未収入金 62,764 117,288

商品及び製品 30,730 30,005

仕掛品 53,863 55,148

原材料及び貯蔵品 28,815 29,768

繰延税金資産 13,587 14,591

その他 8,399 7,981

貸倒引当金 △200 △206

流動資産合計 436,691 490,487

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１ 83,916 ※１ 82,015

機械装置及び運搬具（純額） ※１ 141,642 ※１ 113,374

土地 10,899 14,587

リース資産（純額） 69,453 77,201

建設仮勘定 29,108 66,307

その他（純額） ※１ 13,865 ※１ 14,285

有形固定資産合計 348,886 367,772

無形固定資産   

のれん 20,917 20,092

その他 ※１ 12,092 ※１ 11,238

無形固定資産合計 33,010 31,331

投資その他の資産   

その他 15,380 15,383

貸倒引当金 △2,345 △2,324

投資その他の資産合計 13,034 13,058

固定資産合計 394,930 412,162

資産合計 831,622 902,650

負債の部   

流動負債   

買掛金 197,103 242,948

1年内返済予定の長期借入金 8,647 8,552

リース債務 26,928 35,829

未払法人税等 1,515 2,903

賞与引当金 5,923 6,097

前受金 65,272 83,101

その他 43,294 50,618

流動負債合計 348,684 430,051
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

固定負債   

長期借入金 8,870 4,630

リース債務 39,068 35,666

退職給付に係る負債 31,654 30,093

その他 718 716

固定負債合計 80,311 71,106

負債合計 428,995 501,157

純資産の部   

株主資本   

資本金 96,857 96,863

資本剰余金 257,044 257,040

利益剰余金 35,220 34,896

自己株式 △70 -

株主資本合計 389,051 388,800

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 19,838 18,357

退職給付に係る調整累計額 △7,907 △7,413

その他の包括利益累計額合計 11,930 10,944

新株予約権 - 4

非支配株主持分 1,643 1,743

純資産合計 402,626 401,492

負債純資産合計 831,622 902,650
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 285,574 507,865

売上原価 281,641 465,356

売上総利益 3,933 42,509

販売費及び一般管理費 ※１ 24,204 ※１ 31,924

営業利益又は営業損失（△） △20,271 10,584

営業外収益   

受取利息 75 60

為替差益 618 -

補助金収入 - ※２ 1,743

受取賃貸料 247 242

業務受託料 338 384

その他 406 205

営業外収益合計 1,686 2,635

営業外費用   

支払利息 1,383 1,198

為替差損 - 6,826

固定資産圧縮損 - ※３ 1,630

その他 2,508 1,898

営業外費用合計 3,892 11,553

経常利益又は経常損失（△） △22,477 1,665

特別損失   

貸倒引当金繰入額 2,132 -

特別損失合計 2,132 -

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△24,609 1,665

法人税等 2,891 1,887

四半期純損失（△） △27,501 △221

非支配株主に帰属する四半期純利益 289 102

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △27,791 △323
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

四半期純損失（△） △27,501 △221

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 4,014 △1,491

退職給付に係る調整額 416 494

その他の包括利益合計 4,431 △997

四半期包括利益 △23,069 △1,218

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △23,376 △1,309

非支配株主に係る四半期包括利益 306 91
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△24,609 1,665

減価償却費 33,532 39,154

のれん償却額 1,064 1,319

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,046 93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △275 △1,035

支払利息 1,383 1,198

為替差損益（△は益） △5,228 △73

売上債権の増減額（△は増加） △27,635 △41,083

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,201 △3,096

仕入債務の増減額（△は減少） 44,821 45,851

未収入金の増減額（△は増加） △25,026 △54,528

未払金の増減額（△は減少） 2,671 7,830

未払費用の増減額（△は減少） 3,030 △4,352

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,626 3,541

前受金の増減額（△は減少） △10,725 17,829

補助金収入 - △1,743

固定資産圧縮損 - 1,630

その他 △39 1,529

小計 △12,566 15,731

利息及び配当金の受取額 75 67

利息の支払額 △1,381 △1,207

法人税等の支払額 △1,453 △2,228

法人税等の還付額 740 740

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,585 13,103

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △48,208 △59,386

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
76 -

補助金の受取額 - 1,743

その他 559 236

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,572 △57,406

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,540 -

長期借入金の返済による支出 △4,456 △4,313

リース債務の返済による支出 △11,891 △14,840

セール・アンド・リースバックによる収入 13,492 20,340

株式の発行による収入 - 12

自己株式の処分による収入 114 60

その他 △2,278 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,560 1,257

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,540 185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,177 △42,859

現金及び現金同等物の期首残高 141,390 94,643

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 71,213 ※ 51,783
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(４)、連結会計基準第44－５項(４)及び

事業分離等会計基準第57－４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用して

おります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　国庫補助金等により固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳累計額は次の通りであります。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年９月30日）

建物及び構築物 29百万円 29百万円

機械装置及び運搬具 11,734 13,364

その他（有形固定資産） 114 114

その他（無形固定資産） 47 47

計 11,926 13,556

 

　２　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と貸出コミットメントライン契

約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年９月30日）

貸出コミットメントの総額 37,500百万円 60,000百万円

借入実行残高 － －

差引額 37,500 60,000
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（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。

 
 前第２四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日
   至　平成26年９月30日）

 当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

   至　平成27年９月30日）

荷造及び発送費 3,185百万円 3,361百万円

給料及び手当 3,296 3,565

退職給付費用 250 276

外注費 2,273 2,226

研究開発費 4,262 9,550

賞与引当金繰入額 686 629

 

※２　補助金収入

　次世代中小型ディスプレイの研究開発に伴う経済産業省からの先端設備等投資促進事業費補助金であり

ます。

 

※３　固定資産圧縮損

　上記※２の受入による圧縮額であります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の

通りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

至 平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

現金及び預金勘定 71,213百万円 51,783百万円

現金及び現金同等物 71,213 51,783
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、中小型ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 46.25円 0.54円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額

（百万円）
27,791 323

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損

失金額（百万円）
27,791 323

普通株式の期中平均株式数（株） 600,867,727 601,403,206

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

- -

（注）１．「ジャパンディスプレイ持株会専用信託」が保有する当社株式を、「１株当たり四半期純損失金額」の算定

上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前第２四半期連結累計期間

520,173株、当第２四半期連結累計期間3,842株）。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年11月10日

株式会社ジャパンディスプレイ

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 目加田　雅洋　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 宮原　正弘　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田中　徹　　　　印

 
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパ

ンディスプレイの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年７月

１日から平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジャパンディスプレイ及び連結子会社の平成27年９月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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